
航 空 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令

航 空 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 七 年 運 輸 省 令 第 五 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定

の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線

を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規

定 と し て 移 動 し 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、

こ れ を 加 え る 。

改 正 後 改 正 前

（ 航 空 運 送 事 業 基 盤 強 化 計 画 の 届 出 ）

第 二 百 二 十 一 条 の 七 法 第 百 十 一 条 の 八 第 一

項 前 段 の 規 定 に よ り 航 空 運 送 事 業 基 盤 強 化

計 画 の 届 出 を し よ う と す る 定 期 航 空 旅 客 運

（ 新 設 ）
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４ 登録の目的
５ 申請人（登録権利者）

住所（居所）
氏名（名称）
（国籍・地域）

６ 申請人（登録権利者）代理人
住所（居所）
氏名（名称）

７ 申請人（登録義務者）
住所（居所）
氏名（名称）

８ 申請人（登録義務者）代理人
住所（居所）
氏名（名称）

９ 添付書面の目録
 専用（通常）使用権設定契約（許諾）証書 １通
 （ ）
〔備考〕
１ 申請書の表題は、専用使用権の設定の登録の申請をするときは「専用使用権設定登録申請書」
とし、通常使用権の設定の登録の申請をするときは「通常使用権設定登録申請書」とする。ま
た、専用使用権の変更の登録の申請をするときは「専用使用権変更登録申請書」とし、通常使
用権の変更の登録の申請をするときは「通常使用権変更登録申請書」とする。
２ 「商標登録番号」の欄には、国際登録に基づく商標権について専用使用権又は通常使用権の
設定又は変更の登録を申請する場合は、「国際登録〇〇〇〇〇〇〇号」のように国際登録の番号
を記載する。
３ 専用使用権又は通常使用権の設定の登録を申請する場合において、「権利の表示」の欄は、登
録の目的が商標権以外の権利に関するものであるときにのみ記載する。国際登録に基づく商標
権について専用使用権又は通常使用権の設定の登録を申請する場合において、当該国際登録が
事後指定に係るものであるときは、「権利の表示」の欄に事後指定が国際登録簿に記録された日
を記載する。また、専用使用権又は通常使用権の変更の登録を申請する場合においては、「権利
の表示」の欄は、変更する専用使用権又は通常使用権の順位番号及び範囲（地域、期間及び内
容）を記載する。
４ 専用（通常）使用権設定登録申請の場合にあつては、「専用（通常）使用権の範囲」の欄には、
設定契約（許諾）証書に記載された専用（通常）使用権の設定すべき範囲（地域、期間及び内
容）を記載する。なお、専用（通常）使用権変更登録申請の場合にあつては、「専用（通常）使
用権の範囲」の欄は設けるには及ばない。
５ 「登録の目的」の欄には、専用使用権の設定の登録の申請をするときは「専用使用権の設定」、
通常使用権の設定の登録の申請をするときは「通常使用権の設定」、専用使用権の変更の登録
の申請をするときは「本専用使用権の範囲を「〇〇」と変更」、通常使用権の変更の登録の申
請をするときは「本通常使用権の範囲を「〇〇」と変更」のように記載する。

６ 「住所（居所）」及び「氏名（名称）」の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであ
るときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
７ 「申請人（登録権利者）」、「申請人（登録義務者）」又は「代理人」の欄の住所の次に申請人又
は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
８ 商標登録令第10条において準用する特許登録令第19条の規定により登録権利者だけで申請す
るときは「申請人（登録義務者）」の欄を「登録義務者」とし、登録義務者が法人の場合にあつ
ては「代表者」の欄は不要とする。
９ 商標登録令施行規則第17条第３項において準用する特許登録令施行規則第13条の６第１項の
規定により包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を
設けて、包括委任状の番号を記載する。また、２以上の包括委任状を援用するときは、「添付書
面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
10 「専用（通常）使用権設定（変更）契約（許諾）証書」には、登録義務者が記名し、印（本
人確認できるものであること。以下この様式において同じ。）を押さなければならない。また、
商標登録令第10条において準用する特許登録令第29条第１項第２号の「第三者の許可、認可、
同意又は承諾を証明する書面」には、当該第三者が記名し、印を押さなければならない。
11 その他は、様式第六の備考１から３まで、９及び11から13まで並びに様式第七の備考１及び
３と同様とする。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

第 一 条 こ の 省 令 は 、 令 和 三 年 六 月 十 二 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

第 二 条 こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に あ る こ の 省 令 に よ る 改 正 前 の 様 式 （ 次 項 に お い て 「 旧 様 式 」 と い う 。 ）

に よ り 使 用 さ れ て い る 書 類 は 、 こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 様 式 に よ る も の と み な す 。

２ こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に あ る 旧 様 式 に よ る 用 紙 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 こ れ を 取 り 繕 っ て 使 用 す

る こ と が で き る 。

〇 国 土 交 通 省 令 第 四 十 一 号

航 空 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百 三 十 一 号 ） 第 百 十 一 条 の 八 第 一 項 、 第 百 十 一 条 の 九 第 一 項 及 び 第

百 三 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 航 空 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 六 月 十 一 日 国 土 交 通 大 臣 赤 羽 一 嘉




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